
平成２０年度 第１回 小平市都市計画審議会（要旨）

１ 開始日時 平成２０年５月２２日（木） 午後１時３０分より

２ 開催場所 市役所３０１会議室

３ 出 席 者 審議会委員：１３人 事務局：１０人

４ 報告事項

   委）：委員発言

   事）：事務局発言

（１） 小川駅西口市街地再開発について

  平成２１年度の都市計画決定を目途に、２４年度までの権利者組合施行による第一種市

街地再開発事業を予定している。予定区域は、小川駅西口駅前広場と都市計画道路３・４・

２１号線の一部の約１ha であるが、拡張の計画もある。平成１９年５月設立の準備組合に

よる推進計画を基に、権利者への個別ヒアリングを実施中。

  委）住民の反対は。

  事）権利者からの反対運動はない。

  委）進捗状況は。

事）７月頃までに案を固める。その後、修正案の作成、地権者へのヒアリングを繰り返し

行い全員合意を目指している。

委）拡張検討区域の理由と事情は。

事）西武鉄道が関心を持って参加が見込まれる区域と、組合員の土地である。

委）用途地域と事業の概要は。

事）現在用途は商業地域と第一種中高層住居専用地域。事業概要は、第一種市街地再開発

事業、高度利用地区、用途地域変更、防火地域及び準防火地域変更、地区計画決定等を

目指している。

委）市民への周知方法は。

事）市報、ホームページ、地域懇談会、組合発行による「組合ニュース」。

（２） 小川町一丁目土地区画整理地内の都市計画公園について

都市計画公園３箇所と都市緑地１箇所を予定。面積は第一号公園が約２，３００㎡、第

２号公園が約１，５００㎡、第３号公園が約５，３００㎡、緑地が約３００㎡。市民から

意見や要望を聞く整備懇談会を延べ４回予定し、現在３回実施している。４回目は６月末

から７月上旬に開催を予定し、市民要望等を参考に組合へ要望する市の最終案を提示予定

である。

委）小平市における公園の設置基準はあるか。

事）都市計画公園について基準がある。また緑のマスタープランの中で方針を定めている。



委）具体的な市民の声や反映状況は。

事）様々な意見がある。遊具についても必要と不要の意見や、キャッチボールをしたいな

どが出ている。要望等に基づく公園の予定コンセプトは、１号公園は、小学校高学年か

ら高齢者までを対象に球技可能なもの。２号公園は、小学校低学年から高齢者までを対

象に砂場や遊具を設置。３号公園は、プレイパーク、樹林地、親水エリアのエリア分け

を考えている。

委）キャンプ場や隣接するプレイパークの整備計画は。

事）キャンプ場からプレイパークへの行き来可能な形態を考えている。

委）プレイパークについて、他部署との連携は。

事）児童部署や教育部署と連携を考えている。

（３） 都市再開発の方針及び（４）住宅市街地の開発整備の方針について

東京都が決定する都市計画の方針で、平成２１年３月の都市計画決定を目指し、平成１

６年に既決定している現在の方針の見直しを行う予定。市の原案は平成２０年２月東京都

に提出済である。

「都市再開発の方針」について提出した原案の内容は、１号市街地の区域を市内全域に

変更。小川町一丁目地区の一部を誘導地区から２項地区に格上げ、その他文言の修正を行

った。

「住宅市街地の開発整備の方針」について提出した原案の内容は、重点地区の見直しと

して小川町一丁目地区追加と鈴木町二丁目地区削除を行った。整備ゾーン区分の名称変更、

その他文言の修正を行った。

委）小平市都市計画審議会は行うのか。

事）本方針の審議については、小平市都市計画審議会の開催予定はない。

委）東京都の計画での位置づけは。

事）東京都区域マスタープランや住宅マスタープランで位置づけられている。


